
３．ポスト成長期前期

▼新たな時期区分について

高度経済成長期以降については，いろいろな

見方があっていくつかのネ－ミングがされてい

る。私は「ポスト成長期」とネーミングしてい

るが，すでに30年近くが経過した現在，時期

区分としてはさしあたり前期と後期に分けた方

が適切であると思われる。というのは，いわゆ

る「バブル経済」頃を境として，高度経済成長

期以降を一括して捉えられないような変化が進

行していると見なすことができるからである。

そこでまず，変化と残存を軸にして新たな時期

区分の必要性について簡単に触れておこう。

以下でやや具体的に述べることになるが，

1990年頃までを「前期」とし，それ以降を「後

期」と設定するのは，経済成長・国家財政・生

活経済という物質的条件，環境や文化条件に新

たな変化が認められるからである。とりわけ主

体的条件をめぐっては，一方では高度経済成長

期に形成されたプラス面が，他方ではそのツケ

としてのマイナス面が現れるという新たな変化

が進行していると思われるのである。いわゆる

ミレニアムとか世紀末とか21世紀とか，とい

った単なる年代記的な言い方（＝見方）は歴史

の動向を具体的に見ないという誤りをおかして

いると考えられる。追加説明を加えると，経
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済，政治，環境，生活，文化の相互関連が1990

年頃を１つの区切りとして変化した，というの

がポスト成長期を（まださしあたりのネーミン

グではあるが）前期と後期に分ける現実的根拠

である。より具体的に言えば，これらの関係に

ついては以前には時間的にも内実においてもか

なりのズレがあった。例えば高度経済成長がは

じまるのは1955年であるが，その影響が国民

生活に具体的に現れるのは1960年代に入って

からであり，「バブル経済」の影響もまたそう

である。現在もそのような変化の時期的なズレ

がなくなったわけではなく，またそのようなズ

レはなくなるという性格のものではないが，ズ

レが相対的に小さくなったのである。このこと

はある社会分野の変化＝構造化がより早く連動

することを意味する。この確認のもとに，一般

的概観として例によって主な具体的事実をまず

は示しておこう。

1976年

ロッキード事件，新自由クラブの結成

1977年

革新自由連合発足，原水禁統一世界大会

1978年

社会民主連合の結成，日中平和友好条約，

いわゆるガイドラインの決定

1979年

革新自治体の「終焉」，一般消費税の否定

1980年

社共の対立の進展，靖国神社に閣僚が参拝

1981年

東京中野区で教育委員の準公選， 第２次

臨時調査会報告

1982年

公職選挙法の改定，全日本民間労組協議会

の結成

1983年

老人保健法，サラリーマン新党の結成

1984年

国鉄民営化の方針，臨時教育審議会の発足

1985年

ＮＴＴおよび日本たばこ産業株式会社の発

足，女子差別撤廃条約の承認

1986年

男女雇用機会均等法，国鉄分割・民営化，

老人保健法の改定

1987年

売上税の国会提出，全日本民間労組連合会

（略称「連合」）の発足

1988年

消費税法案が可決

1989年

ベルリンの壁の崩壊

高度経済成長終焉後の30年ばかりの期間の

日本社会をどのように見るかということは，日

本社会の未来をどのように方向づけるかという

ことと不可分であるという意味で，きわめて重

要である。この時期については，現象的には流

動的に見えるとともに新たな変化が続出してい

るなかで，変化動向が見えにくいという事情の

もとで，いろいろな見方・論じ方があり，ネー

ミングも確定していないようである。1990年

代に入って私が「ポスト成長期」とネーミング

してから10年余りが経過した現在，私は1990

年前後を境として前期と後期を措定する必要が

あると考えている。やや先取りして言えば，後

期つまり現在進行中の新たな動向については

様々に論じられている。代表的なものを挙げる

ならば，グローバリゼーション・ボ－ダレス

化・情報化とりわけＩＴ革命などである。しか
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しこれらについては，大部分が経済に限定して

論じられているか，あるいは経済と全く無関係

に論じられるか，のいずれかであると思われ

る。私の社会学の立場では，経済を視野に入れ

ながらも非経済的な社会分野の動向に当然注目

することになる。

ここから方法論における発想の転換の主張に

なるが（私は10年程前からそのような発想の

転換を主張している），これまでの私の主張は

「経済を軸としない」という消極的主張の域を

大きくは越えていなかった。つまり，経済が決

定的ではないことより経済（学）を軸として自

明視されている概念構成の組み替えの主張およ

び部分的な組み替えの試みの域にとどまってい

た。しかし，「経済を軸にしない」発想という

消極的主張から，それに代わる発想として，人

間のあり方，関係のあり方（の生産）という主

体的条件を軸とするという積極的主張へ，これ

が私の社会学の立場であり，日本社会の現局面

はそのような発想による把握を要請している

18）。このような立場から，この節では前期を取

り上げ，後期についてはまさに未来に結びつく

という意味で次の節で論及する。

▼特徴的動向について

主体的条件にもとづく時期区分の必要性につ

いては，以後の展開そのものによって示される

ことになるが，この時期におけるグローバルな

変化動向のもとでの日本社会の新たな動向の特

徴をまずは並列的に簡単に確認しておこう。国

際化の新たな進展，地球環境問題，情報化の進

展，差別・人権問題の新展開，新たな「戦争と

平和」問題，「生命と健康」問題などを挙げる

ことができる。一種の「転換期」とも言えそう

な状況のもとでは，それに照応するような「発

想の転換」にもとづく現実認識が要請される。

すなわち，変化の特徴を上に挙げたような単な

る並列的指摘ではなく（そのような指摘はすで

にいろいろなかたちでなされている），より踏

み込んだ現実認識が要請されるということであ

る。

これまでは，1945年の敗戦以降の変化をど

のように組み立てて捉えるかを軸にして展開し

てきたが，日本社会のそのような歴史的展開を

受けて考えると，変化を組み立てるだけでは現

段階では不充分である。なぜならば，現在（＝

ポスト成長期後期）についての認識には未来へ

の展望が求められるからである。未来を展望す

るに先立って，この時期だけでなく現在にまで

直結しているという意味で，70年代後半以降

の日本社会の顕著な特徴をこれまた並列的に簡

単に確認し，その確認にもとづいて社会的現実

および変化動向を組み立てる試みを次の項で示

すことにしたい。というのは，そのような確認

が，80年代以降の日本社会の動向と行方を考

えるための出発点になると考えられるからであ

る。

この時期には，高度経済成長の終焉にもかか

わらず，さらなる「高度経済成長」の追求を意

図して，「不況克服」としての対応が国家・民

間両方において「継続して」なされた。高度経

済成長の客観的条件が乏しくなっているにもか

かわらず，そのような客観的条件に照応する対

応がなされたかどうかが問われることになる。

経済分野と政治分野におけるいくつかの特徴的

な対応を指摘しよう。

経済分野では，輸出商品と国内商品との極端

な価格差によって，高度経済成長期における

「集中豪雨的」とも言われた輸出の方向が追求

され，国債の乱発とも言える増発と公共事業へ
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のその投入による経済成長が追求された。と同

時に「多様な」雇用形態の導入がはじまること

も確認しておく必要がある。いわゆる「日本型

経営」として広く知られている終身雇用制と年

功序列賃金の崩れの兆しが見え始める。それは

利潤追求を至上命令とする資本の論理の貫徹の

仕方に変化の兆しが現れはじめたことを意味す

る19）。

政治分野では＜保守　対　革新＞という構図

そのものの「転換」の兆しが出てくることを指

摘することができる。そこでこれまで対抗関係

とみなされていた政治勢力の動向について簡単

に確認しておこう。70年代後半からは，「保

守」，「革新」両方ともそのあり方の再検討が迫

られることになる。まず「革新」勢力の動向を

めぐっては，70年代前半の地方自治体レベル

での「革新統一」から社共の対立へと移行する

こと，労働組合運動の退潮がはじまること，各

種の改革的市民運動の叢生があるにもかかわら

ずまとまった「革新」にはならないこと，とい

った新たな状況のもとで「革新」の具体的あり

方の再検討が迫られることになる。他方，「保

守」的勢力の動向をめぐっても，いわゆる「新

自由主義」が先進資本主義諸国で当時クローズ

アップされたこととのかかわりで，その具体的

あり方が問われるという状況，都市層における

「保守離れ」・政党離れが進みはじめること，

政権政党のなかではそれまでの「利益誘導」を

保持するという底流が存続しているもとでのあ

る種の「多様化」が進みはじめる，といった動

向を指摘することができる。

このような一種の「ゆらぎ」とも考えられる

経済と政治の動向のもとでの国民生活はどのよ

うに特徴づけられるであろうか。生活経済にお

ける豊かさを確保・保持していくことへの対応

として，「生活保守主義」（あるいは「私生活主

義」）の台頭が言われるようになるが，「生活革

新主義」の対置とその後退（場合によっては

「分解」）が論じられることも多いようである。

そのような生活のあり方として特徴づけられる

面があることは確かであろう。しかし，諸個人

の生活のあり方は意識的条件とそれぞれの意識

（＝価値観）に大きく左右されるのであり，一

般的にはそれ以前のいろいろな二項対立が崩れ

るとは言わないまでも曖昧になってきたことに

照応して，「多元的多様化」とでも言うべきあ

り方が現れはじめる，というのが私の現実認識

である。

価値観やライフスタイルの多様化について語

られることが多くなっている。確かに多様化が

進展してはいるが，多様化という認識だけでは

未来の展望にとっては不充分であり，意識と実

際の活動についてさらに踏み込んだ認識が必要

である。「多元的多様化」状況とは，諸個人そ

れぞれの意識と活動において特定の価値観が一

貫していないで，状況（いわゆるＴＰＯ）に応

じて異なるというライフスタイルを意味する。

したがって，他者のある価値観を排除しないが

全面的に同調もしないという意識にもとづい

て，具体的な活動もまたそのような意識に照応

して現れることになる20）。

私は，諸個人における自由の現れの変化動向

としてかつてない特徴であると考えているが，

このような特徴的動向が人々の日常的な生活の

捉え直しの必要性を提起している。ここではそ

のような理論問題を展開しないが，生活関係と

生活力が「多元的多様化」の進行のもとでどの

ように現れているかを，日常生活の動向として

基本的かつ具体的に認識する必要があると思わ

れるのである。ほんの１例を挙げるならば，他
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者との関係のあり方の使い分け，生活力という

一般的意識はないが，経済至上主義ではない豊

かさを求める生活のあり方などがそうである。

いくつかの社会・生活分野における顕著な変

化の兆しについて簡単に指摘したが，それらが

どのような未来に結びつくか，あるいは結びつ

くような活動に多くの人々が進むか，といった

大事な問題にたいしては，構造化としての変化

動向が全体化へ進む可能性とその条件を探るこ

とが求められる。

▼客観的条件の変化と主体的条件

これまでは物質的条件と意識的条件という表

現によって日本社会の歴史的変化について考え

てきたが，現在というこの時期においては，未

来を展望するつまり社会変動を考えるという意

味で，客観的条件と主体的条件とする方が適切

であろう。

まずは客観的条件の変化動向から考えていく

ことにしよう。重要な変化動向として経済にお

ける全般的変化が進行しはじめたことを挙げる

ことができる。前の項ですでに特徴的動向に触

れているので，現在と未来にもつなぐという意

味を込めて，ポスト成長期後期としての1990

年代にも若干踏み込んで考えてみたい。

もっともマクロなレベルとしては世界経済の

作用を挙げることができる。一言で言えば国際

分業構造の変化にともなう産業構造の変化とい

うことになるが，アメリカを軸とする貿易（摩

擦）問題と東アジア圏における低廉な労働力問

題に変化動向が典型的に表現されており，日本

国内の産業構造の変化に大きく（構造化）作用

を及ぼすことになる。農林業などの第１次産業

の一貫した減少動向はともかくとして，高度経

済成長期における第２次・第３次産業の増加と

して一括される変化ではなく，建設業　不動産

業，サービス業，そして1990年代にはいって

からの情報産業などの個別産業別の認識を必要

とする変化動向をこの時期の特徴として確認す

ることができる。

企業戦略においては，いわゆる「不況」に対

応する変化を見せ始める。国民の生活・主体的

条件に密接にかかわる客観的条件として，企業

において採用された「減量経営」についての確

認はきわめて重要である。具体的には，先に指

摘した終身雇用制・年功序列賃金の見直しにも

とづいて，労働者管理が新たに展開されること

になる。雇用・就業形態の多様化と能力主義・

業績主義の進展を転換とも言える変化動向とし

て指摘することができる。企業経営のこのよう

な変化は，失業問題も含めて生活経済における

格差の拡大へと作用するとともに，浜岡政好の

表現を借りて言えば，「落層化」（「豊かさ」に

もとづく「消費生活様式」と「消費水準」から

の脱落層）も進行することになる21）。

全体としての変化動向をどのように見るかが

きわめて重要である。私は経済成長を軸とした

一様の変化動向と見ることは，事柄の一面しか

捉えられないことになると考える。上に指摘し

た落層化の進行にも認められるように（ここで

は具体的な論証はしないが），社会の様々な分

野で両極分解が進行しはじめていることに着目

することが現在大事になっており，すぐ後で触

れる主体の意識・あり方に結びつくと考えられ

るのである。このような経済分野の変化動向が

環境分野にかなり直接的に結びついている。ほ

ぼ周知の地球環境問題にも組み込まれる広義の

環境問題の顕在化，交通および住環境の問題性

の進展は具体的に確認する必要がある重要な客

観的条件になっている。したがって制度・政策
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などについては，それ自体としての特徴づけも

さることながら，上記のような変化動向との相

互関係において性格づけることが大事であろ

う。ほぼ周知のことなので，主な政策や審議会

答申を想起すればよいのだが，社会分野におけ

る多様化と両極分解という新たな現実にたいす

る根源的な対応ではなくて，国家レベルでの対

症療法的な対応にとどまっていることは，全般

的な問題性を抱えた状況がさらに深刻化の度を

強めているという現在の状況を考えるならば，

ほぼうなずけるのではないかと思われる。

では，このような客観的条件が進展するもと

での主体的条件はどうであろうか。諸個人が具

体的な活動において外的諸条件―他者との生活

関係，自身がかかわる集団・組織，社会（国

家）などを想起すればよい―にたいしてどのよ

うに対応するかあるいは対応しないかというこ

と，これが主体的条件を意味する。したがって

主体的条件については，その対応の仕方によっ

て性格づけられるそれぞれの位層について確認

していくことになる。

大部分の生活・社会分野が問題性に充ちてい

る状況のもとで，噴出する社会的な諸問題にた

いしては対症療法的な対応にとどまっている性

格が多いと思われる諸政策という客観的条件が

認められるが，それをもたらしたのは国民自身

であることを確認すること（そのような条件は

人々の活動の所産である），これが主体的条件

の確認を意味する22）。主体的条件の確認とは，

自分たちが生み出した客観的条件の制約のもと

での人々の対応の仕方を，受動性，相対的独自

性，能動性の３つの点から捉えることを意味す

る。

まず日常生活に直結する生活意識（生活活動

と生活関係のあり方に具体的な活動・現象とし

て現れる意識を意味する）については，受動性

が濃厚であり，相対的独自性への希求がやや強

いとはいうものの，より上位の位層の主体的条

件に結びつく能動性が乏しい。日本人の多くが

自らがかかわっている集団・組織をより好まし

い方向へ進めるような生活関係をどの程度積極

的につくろうとしているだろうか。与えられた

諸条件に順応している場合が多いが，そのこと

自体が相対的独自性や能動性の発揮を阻むよう

な意識的条件の存続をもたらしているのではな

いだろうか。

集団・組織についてはこれまた多様化してい

るので，以降の変化動向において大きな位置を

占めるであろうと思われるものに絞って述べ

る。日常生活に密接な（あるいは日常生活その

ものである）集団・組織においては，その構成

員の諸関係のあり方が問われるのであるが，日

常性に結びつく集団・組織（具体的には家族・

地域・学校・職場を想起せよ）においては，上

に指摘した生活意識におおむね照応して，自己

の属する集団・組織への積極的な関与が，ごく

少数をのぞいては乏しくなっている。

他方，非日常性に結びつく集団・組織につい

ては，余暇関連の集団はともかくとして，社会

機構や社会のあり方に結びつく可能性を有する

集団・組織においては，参加・持続的関与・発

展の追求などにわたって，主体的な活動・関与

がこれまた減退している。このような下位の位

層の状況が，社会機構の位層の性格の変化ある

いは存続に反映することになる。すなわち，社

会機構についても社会の行方に直接結びつくと

いう意味で，そのあり方は社会の行方を左右す

る位置を占める主体的条件であるにもかかわら

ず，前の時期までにおいてはこの位層の変化が

相対的に乏しく，この時期においても大きな変
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化は認められないということにほかならない。

具体的には新たな「政党」の結成や労働組合の

改組などがいとも簡単になされること，国民生

活の向上にかならずしも結びつかない制度・政

策がこれまた容易になされることなどを想起す

ればよいであろう。

そしてこれらの位層すべてにおける土壌であ

るとともに，それらの位層のあり方によって構

造化される文化について付け加えておこう。文

化の「社会的生産」は現在はおおむねマスメデ

ィアを通してなされている。しかも多くの場

合，商品として生産されていることは容易にう

なづけるところであろう。ここでは（現代）文

化論を本格的に展開できないが，文化の生産の

そのような状況が文化生産における多様化と差

別的格差を生み出しているとだけ言っておこ

う。そしてそのような文化状況が諸個人の日常

的な振る舞いに作用し制約することによって，

この面でもまた受動性を強めていると言えよ

う。

主体的条件の「全体として」の動向は，上で

簡単に指摘したそれぞれの位層に共通して認め

られるように，一言で言えば，両極分解と拡散

状況として性格づけられる。それは受動性を主

として相対的独自性を従とするあり方，能動性

が乏しいあり方を意味する23）。

▼新たな問題状況

以上に述べたすべてにおいて，なにほどかに

おいて矛盾・対立を内に宿しているとともに相

互関係においてもまたそうであることがこの時

期の社会的現実である。それは諸個人がそして

社会が経済的な豊かさを求めて活動する存在で

あることの必然的帰結である。したがって，そ

れらの矛盾・対立が順調に発展の方向へと構造

化が進むか，それともかならずしも発展の方向

へ進まないで問題状況として低迷しているかが

問われることになる。ポスト成長期は，どちら

かと言えば，問題状況として低迷しているだけ

でなく危機的とも言える状況が進展しているの

ではないかと思われる。

ここで問題状況という見方について若干説明

を加えておこう。前の時期における「新しい社

会問題」は，労働問題あるいは経済的貧困に起

因する問題として単純化できない社会的諸問

題，そして経済的な豊かさを追求することに起

因するとも思われる多様性を帯びた諸問題とし

て性格づけられる。それらの社会問題は「構造

的に」産出されることは確かだが，この時期で

は具体的に噴出する諸問題の告発（あるいは実

態把握）とそれらの要因分析のみでは済まされ

ないような状況の出現に注目する必要がある。

私は社会問題をめぐる新たな状況を，「休火山

的問題状況」とネーミングして捉える必要があ

ることを，家族問題の把握によって10数年前

から主張している24）。

問題状況とは，主として人間と関係のあり方

についての私の見方である。したがって，様々

な客観的諸条件のもとでの諸個人の主体的条件

における問題状況，より具体的に言えば，諸個

人のあり方および諸関係のあり方における問題

状況であることを意味する。すでにいくつかの

著書・編著で述べているので簡単に示しておこ

う。まず諸個人のあり方としての「自分主義」

を指摘することができる。「自分主義」とは個

人主義でないだけでなく利己主義でもない。主

観的には利己が働いているかもしれないが，な

んらかの言動がどのような結果をもたらすかが

念頭にない，あるいは主観的に自分に都合よく

考える性向が「自分主義」にほかならない。こ
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のような「自分主義」は当然になきに等しい希

薄な諸関係，形容矛盾かもしれないが「無関係

な関係」の産出に結びつくことになる。

具体的にはそれぞれの位層に認められるの

で，問題状況の性格を鮮明にするというかぎり

において典型的な具体例を指摘する。生活関係

においてとりわけ顕著なのは「人間の絆」の希

薄化である。相対的に若い世代（とりわけ大

学・大学院に籍をおく）に多く認められるので

あるが，自分にとって必要なかぎりにおいてし

か「関係」をもたず，あとはほとんど無関係で

ある。したがって集団・組織の位層では，生活

関係のあり方にほぼ照応しての協同性を蓄積す

ることがきわめて乏しくなっている。例えばな

んらかの役・係りなどの位置にある時だけは多

少とも集団・組織に必要な活動をするが，その

位置からはずれるとメンバーとしての籍がある

だけの存在に過ぎなくなる。ここまでの位層に

おける無関係・無関心に近い動向が社会機構の

位層に反映して，各位層・社会諸分野のそのよ

うなあり方によって，少数者の恣意的な意向が

大きく作用する社会機構のあり方，客観的には

かかわりのある多くの人々とは関係の乏しい社

会機構のあり方（非民主あるいは反民主という

性向）が形成・存続することになるのである。

危機的とも思われるこのような問題状況にあ

って果たして出口なしであろうか。「休火山的

問題状況」という把握の仕方によって「出口な

しではない」ことを私は主張したい。この見方

は実は諸個人のあり方に着目することを意味す

る。簡単に言えば，いつ・なぜ「噴火」するか

が直接には不明であるか，あるいは以前の常識

では不可解であるような理由で「噴火」する諸

個人のあり方を意味する。とりわけ相対的に若

い世代に「問題行動」として現れることが多い

のであるが，その噴出を単に問題としてマイナ

スにのみ捉えるのではなく，激しく噴出するエ

ネルギーに着目する，というのが私の主張であ

る。

このようなエネルギーの発露についての構造

化は，現在は偶然的あるいは拡散的であり，そ

の趨勢はかならずしもはっきりしていない。エ

ネルギーの拡散的・散発的なマイナスの発露を

どのようにプラスに方向づけるかが大事なので

ある。私の見方にもとづけば，全体化の課題は

このような状況認識から論理必然的に導き出さ

れるであろう。やや先取りして言えば，「前期」

には全体化への動きが変動の方向とはほとんど

結びついていないのにたいして，「後期」は異

なる可能性があるという見方をもっている。そ

れは民主主義をめぐる新たな動向と課題の認識

にもとづいている。

▼螺旋的変化の具体的現実―構造化と全体化―

螺旋的変化という見方は，変化・変動を捉え

る私の基本視角の１つである。そのような変化

の捉え方は理論問題を含んでいるので，日本社

会のそのような変化については，社会・労働運

動をも含めて，政党の消長の動向を軸とする政

治分野が比較的わかりやすいが，高度経済成長

にともなう変化の性格もその動向に比較的鮮明

に出ていると思われる。ここではそのような現

実的変化を簡単に示すにとどめる。

結論から先に言えば，＜保守　対　革新＞と

いう構図から＜民主　対　非民主＞という構図

への変化動向として捉えることができる。まず

は＜保守　対　革新＞という構図の具体的進展

についてやや時期を遡って簡単に確認しておこ

う。

1960年頃までの「革新運動」の前進はいわゆ
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る「60年安保闘争」にいたる過程と見ることが

できる。1950年代後半は，戦後の日本では社

会・労働運動がもっとも多様に展開された時期

とも言える。代表的な運動を挙げると，既述の

ように，砂川闘争に代表される米軍基地反対闘

争，警職法反対闘争，教員勤務評定反対闘争，

三井労組闘争　安保改定阻止国民会議結成など

である。またこの時期には，原水爆禁止運動，

沖縄返還運動　労働組合のいわゆる「春闘」も

一貫して取り組まれていた。戦後最大の「革新

運動」と言ってよい「60年安保闘争」は，それ

らの諸運動による１つの結果である。

この「60年安保闘争」を１つの区切りとし

て，＜保守　対　革新＞という構図はある意味

では錯綜した展開を見せることになる。60年

代から70年代にかけては，いわゆる「大学紛

争」までの展開に錯綜した構図が認められるで

あろう。前の節の「年表」にも若干は示されて

いるが，70年代前半のいわゆる革新自治体の

叢生への過程には「革新」の前進と後退（ある

いは分裂）の両面が認められるのである。具体

的には，民間労組主体の24時間スト（1964年）

などがある一方，労働組合のいわゆる「右傾

化」動向も現れる。国政レベルの選挙結果の動

向もかならずしも方向がはっきりしていなく，

経済動向もいわゆる石油ショックなどによる不

安定が国家レベルでは早期に乗り越えられる

が，かつてのような高度成長へは進まないとい

ったように，これまた一定の方向に動いている

わけではない。

私の言う＜保守　対　革新＞という構図か

ら＜民主　対　非民主＞という構図への変化に

よって，民主主義の前進と後退の確認という問

題が当然俎上にあがることになる。高度経済成

長は経済至上主義という構造化作用を全体化ま

で押し進めたことを意味する。そのような全体

化は当然に他の社会分野の新たな構造化へと作

用する。政治，生活，環境，文化における経済

至上的思惟の浸潤とそれにともなう諸問題の進

展ということになるが，具体的には新たな社会

問題（あるい問題状況）を想起すればよいであ

ろう。そこで民主主義についてのこの時期の特

徴的な（構造化として意味のある）性格につい

て基本的に確認しておくことにしよう。その場

合，螺旋的変化，民主主義の動向からは，

1974，5年頃を日本社会の第２の岐路として押

さえることがきわめて重要である。

日本社会の第１の岐路が1960年前後である

とすれば，この第２の岐路においてもまた民主

主義の「全体としての前進」へは向かわない

で，近代主義にもとづく経済的豊かさの方向へ

と進んだことについては多くを語る必要がない

であろう。しかし，民主主義の全体としての前

進はともかくとして，全く前進しなかったわけ

でもない。したがって，政党だけでなく諸個

人，集団・組織，機構それぞれの位層について

具体的に捉える必要がある。とりわけ大事なの

は，諸個人のあり方や関係のあり方という主体

への着目である。そのためには，経済と国民生

活の関連の動向つまり継続した「経済成長」の

追求と国民生活の主体的条件との関係が問われ

ることになる。もう１つは文化と人間のあり方

を関連づけての動向への注目である。諸個人の

あり方はマクロな経済や政治の動向のあり方も

さることながら，日常生活に直結する諸関係と

意識的条件に大きく制約されているのである。

▼民主主義をめぐる現実と課題

民主主義の前進と後退という螺旋的進展を示

しながら，＜民主　対　非民主＞という構図で
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はなくて，＜保守　対　革新＞という構図であ

ったことが，日本社会の認識にとってはきわめ

て重要である。この構図は，戦後復興期と高度

経済成長期の全体としての「構造化」とそれを

阻む作用との相互関係によって生み出され継続

している。

民主化の動向が，敗戦後の短い構造化から全

体化へは進まないで，経済の復興・発展という

課題の緊急性によって，近代化への構造化が全

体化へと進むことによって，政治とイデオロギ

ー面での＜保守　対　革新＞という構図が形成

され，社会全体としては民主主義の皮相的受容

にとどまることによって，民主主義の前進が停

滞するかたちで現在に到っている。

政治については，＜保守　対　革新＞という

対抗構図は，長い間，保守（反動）と民主との

対抗関係として受け止められてきている。現在

はまだ＜民主　対　非民主＞への移行の兆しが

ある程度である。したがって，民主の意味の明

確化と国民によって対抗構図を移行させるとい

う課題が提起されている。

経済をめぐって，経済民主主義をどのように

考えるかというかなり根源的な（あるいは原理

的な）課題がある。これまでは主として「経済

的平等」をめぐって論じられてきたように思わ

れる。それはいわゆる「分配問題」として経済

学が追究する問題であると考えられるが，経済

的諸活動における諸個人と諸関係のあり方とし

て追求する課題である，というのが社会学の立

場からの私の考えである。具体的には２つの課

題を挙げたい。１つは，経済システムの民主的

あり方であり，雇用と労使関係のあり方を意味

する。もう１つは，経済活動における主体性の

発揮の仕方における民主的あり方であり，商品

の売買における諸活動を意味する25）。

国民生活においては，基本的には日常生活に

おける民主主義の構えおよびできることからの

実行が大事である。すでに問題状況について簡

単に述べたように，そして繰り返し強調する

が，主体性と協同性（ただちに共同性へは進ま

ないにしても）がセットになった振る舞いが生

活における民主的あり方そして問題状況の打破

の出発点であり，しかも最低限の要請なのであ

る。具体的には，家族・地域・学校・職場とい

う日常生活のなかで，何が可能なのかを考えか

つ実行することである。仮に利己主義があって

も，少なくとも「自分主義」からの脱却が要請

されるのであり，利己主義的あり方は「自分主

義」からの脱却のはじめの通過点と言えるであ

ろう。生活とそれと不可分な文化のあり方が，

上記の分野の民主主義のあり方の主体的な面を

基礎づける意味を有する。

民主主義の前進と後退をめぐって社会学の立

場から考えるならば，どんな時期でも国民の主

体的あり方が重要であることは，上で簡単に述

べたことによってほぼ明らかであろうと思われ

る。日本社会の第３の岐路にさしかかっている

と位置づけられる現在，民主主義の２つのメル

クマ－ルとのかかわりで人間のあり方が鋭く問

われている。この論考の「最後」の提言ともか

かわる意味で，簡単に触れておこう。人々の生

活における外的条件については，政治・経済・

制度・政策といったマクロな条件はむろん重要

ではあるが，社会学の立場からは，諸個人が直

接かかわる（主観的にも意識する）位層におけ

るあり方の確認が大事なのである。

私は，問題状況とも関連して日常生活（生活

関係）の位層における「生活の社会化」の進展

および「人間の絆の希薄化」の２つの動向を，

きわめて重視している。要点だけを簡単に指摘
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しよう26）。「生活の社会化」の進展については

生活の利便性の向上を軸として，生活における

プラス面とマイナス面の両方に目をくばる必要

がある。「生活の社会化」の１つの結果とも言

える「人間の絆の希薄化」動向は，マイナス面

が先に「無関係の関係」と表現したようなかた

ちで進展・深化していると言えよう。そのよう

な動向はすでに全体化としての性格を帯びてお

り，そのことがそれぞれの位層で構造化にとど

まらないで「全体化」作用を強めている。マイ

ナス面についてはこれまでもくどいように述べ

ているので，ここではもう一方のプラス面につ

いて若干示唆しておこう。それは新しい動向

（若芽）について注目することを意味する。１

つは，受動性と相対的独自性と思われる若い世

代の「多元的多様化」が能動性への転化の芽を

宿していることである。もう１つは，協同性と

は結びついていない能動性もまた，似たような

可能性を宿していることである。具体的に展開

する余裕はないが，すでに「休火山的問題状

況」という把握の論理で示したように，新たな

動向をどのように方向づけるかが問われている

のであり，叙述の都合上でプラス，マイナス，

受動性，相対的独自性，能動性，自分主義とい

う指摘をしてきたが，それらの現象（活動）を

絶対化するのではなく，転化と創造的発展の可

能性を探り，可能な方向付けに出発点を提示で

きるような現実認識が必要なのである。

課題については，ここでは課題の設定の仕方

を述べるにとどめ，現実的課題については最後

に提示（提起ではない）したい。課題の設定の

仕方とは上に述べた現実をどのように見るかと

いうことである。私は，これらの動向について

は，「民主（化）」か「近代（化）」かという対

置で見ることが重要になってきている，と考え

ている。戦後日本社会では，いわゆる戦後改革

が「民主化」政策と言われているように，民主

主義の発展・実質化の物質的条件としての制度

改革であり，意識的・主体的条件の形成・発展

が現実的課題であった。しかし，現代日本社会

の人間のあり方や関係のあり方はそのような方

向へと単線的には進展しなかった。どちらかと

言えば，「近代（化）」というかたちでの進展が

支配的であり，民主主義は皮相的・形式的レベ

ルを大きくは越えていない。すぐあとでも言及

するように，「近代（化）」は反民主ではないが

非民主の性格が濃厚であるとともに，反民主へ

と転化する可能性をも内に宿しているという性

格を持っている。したがって，課題の設定と未

来の展望にとっては，この２つを峻別すること

が必要である。

４．日本社会の現在と未来

▼未来への思考

私の「現代日本社会論」の試みもそろそろ終

わりにさしかかってきた。私の社会学による社

会的現実認識の仕方の１つの表明としての「日

本社会の現在と未来」に論及することによっ

て，この試論をひとまず結ぼうと思う。

現代社会論に限らず，現代についてまとまっ

て何かを論じる場合には，現実認識を根拠とし

て未来への思考が要請されるのが現在の歴史的

位相であると思われる。未来についてのいろい

ろな論考においてはかならずしもそうでない場

合が相対的に多いようである。単なる現状の後

追い認識は時代の求めるところではない。これ

までの未来についての論じ方には，ほぼ次の４

つが考えられるし，現に論じられている。

第１には，予測という論じ方を挙げることが
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できる。主として短期的に未来を論じるという

性格である。やや古い具体例ではあるが，メガ

トレンドという論じ方を挙げることができる。

いろいろな社会分野の現在の動向からの近未来

の予測という性格である27）。

第２には，願望あるいは当為が先行する論じ

方を挙げることができる。問題性に充ちている

現在の社会のあり方にたいして，なんらかの理

念においてあるべき未来の姿を論じるという性

格である。夢を与える性格としての「ユートピ

ア」の意味はあるが，問題告発と未来が当為に

よって直結しているという思惟，および異なる

価値観にたいするその理念の絶対化という思惟

によって，一面的・非現実的な未来論に陥る可

能性をもっている。

第３には，歴史の必然性あるいは目的論的な

論じ方である。すでに再三確認しているよう

に，現在の日本社会が問題性に充ちていること

はおおかたの認めるところであろう。そのよう

な矛盾が必然的に新たな未来を招来するという

論じ方であり，なんらかの決定論的歴史観をそ

の底流に有するという未来論である。

第４には，現実的根拠と変化・変動の論理に

もとづく未来論であり，科学的な未来論として

私自身が主張しかつ目指しているものである。

ただし，そこには予測，理念，歴史観が社会的

現実認識との関係で介在していることも確かで

あり，それらが全くないような未来への展望は

あり得ないであろう。言い換えるならば，私は

上に挙げた３つの思惟を全面的に否定し・排斥

しているわけではない。むしろ，それぞれに一

定の意義があることを認めながらも，それらが

有する不充分性を補うことによって４つ目の未

来論が導き出されると言った方がよいであろ

う。これまでも再三述べているように「歴史を

つくるのは人間である」しかも「与えられた条

件のもとでつくる」という思惟を具体的にどの

ように盛り込むかが，未来論にとってはとりわ

け重要なのである。

そこで，基本的な考え方をやや具体化しよ

う。考え方の軸になるのが社会的現実のトータ

ルな認識と社会変動論である。社会的現実の認

識については，戦後50数年という歴史的考察

としてすでにその骨組みを変化も含めておおよ

そ展開しているので，これまでの展開から未来

を展望するにあたって必要な思惟を３つ挙げた

い。

１つには，理念の必要性である。私が主張す

る理念とは，生活力において豊かさが開花する

社会である。そのための必要な要件は，「活動

としての民主主義」と「条件としての民主主

義」が社会の各位層・分野において実質化する

ことである。２つには，具体的な歴史認識にも

とづく長期的な展望である。このことは短期的

な未来について考える必要がないということで

はない。当面のあるいはきわめて短期的な未来

については，それが対症療法的対応であって

も，長期的展望のもとで位置づけられたもので

なければならない。３つには，未来を展望する

にあたっての現実的根拠として，「与えられた

条件」としての現在の歴史的位相の確認が重要

な位置を占める。社会の変化・変動の論理につ

いては，理論問題としてここで詳しく展開する

ことができないが，歴史的位相の確認は客観的

条件，主体的条件，両者の関係を軸とするとい

うのが私の理論的立場である。

▼現在の歴史的位相

日本社会の今日的特質をどのように捉えて歴

史的に位置づけるかということは，未来を展望
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する現実的根拠として，ある意味では最重要で

あると言える。前の節で確認したように，＜民

主―非民主＞関係ということを軸とする見方

を，私は主張したい。近代（化）＝民主（化）と

いう背後仮説がいまだに根強く存在していると

思われるので，まずは「近代化」と「民主化」

の違いをはっきりさせ，その違いにもとづいて

現在の歴史的位相を定める。近代化と民主化は

概念的には決して同じではない。近代化は民主

化の必要条件ではあるが，必要かつ十分条件で

はないという意味でそうなのである。そこで近

代化の進展とはもっとも原理的にはいかなる意

味なのかを，基本的に確認しておこう。

近代化の進展については，典型例としてテン

ニースのゲゼルシャフトの進展，Ｍ. ヴェーバ

ーの合理化の進展を挙げることが出来る。マル

クスの「資本主義化」の進展も含まれるかもし

れないが，両者とは発想を異にする。民主化の

進展と対比して近代化の進展について考える

と，民主主義にたいしては近代化の進展が正の

面と負の面をそなえていることが確認されるは

ずである。ここでの正・負とは「条件」と「活

動」という民主主義の両輪にとってであること

は言うまでもない。

正の面とは合理的という表現に集約されるよ

うな「構造化」の進展を意味する。主として物

質的条件の豊かさと効率化の向上に結ぶつく面

として性格づけられる。しかしこの正の面は，

人間存在の主体的側面やゲマインシャフトとし

ての関係が合理化に結びつくかぎりにおいて活

用される性格をも有している。したがって，そ

のような近代化の追求による物質的条件におけ

る豊かさの進展が逆に負の面をも同時にもたら

すことになる。人間存在やそれに付随する関係

のあり方においては，人間疎外や疎外感そして

非人間的な関係といった負の面であり，私が問

題状況と述べたことはその現れにほかならな

い。

現在の歴史的位相における近代化の進展を以

上のように押さえるならば，民主化については

どのような歴史的位相として押さえられるであ

ろうか。＜条件としての民主主義＞と＜活動と

しての民主主義＞の両面から押さえることは言

うまでもないが，とりわけ後者が重要であ

る。＜条件としての民主主義＞は主として法制

や政策の面を意味するが，敗戦後の民主的改革

から考えてみるならば，法制面では平等や人権

についての一定の前進が認められるのにたいし

て，政策あるいは運用に関しては評価の分かれ

るところであろう。とりわけ後者が＜活動とし

ての民主主義＞をより豊かにする課題を有して

いる局面と言える。

＜活動としての民主主義＞は主としてそれぞ

れの位層において諸個人が実際にどのように振

る舞うかを意味する。主体性と協同性が軸にな

ることについてはすでに繰り返し述べている

が，諸個人は様々な活動において他者もまたそ

のような存在であることを自覚する必要がある

とともに，そのような諸活動が半ば習慣化の方

向へすすむことが望まれる。

このような確認にもとづくならば，近代化と

しての歴史的位相が経済分野に著しく傾斜して

いること，他者にたいする関係の自覚が乏しい

ことを容易に確認することができるであろう。

そしてそのことが正・負の両面を有する性格で

あることも明らかであろう。

民主化の進展としての歴史的位相の確認は未

来を展望するにあたっては最重要であることを

強く主張したい。というのは，これまで述べて

きたことにすでに示されているのであるが，現
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在の日本社会の民主化をめぐる顕著な特徴はア

ンバランスという一語に尽きる。やや具体化し

て言えば，制度と実態，言説・思想と振る舞

い，それぞれの社会分野，それぞれの位層，地

域，そして民主主義の内容としての自由，平

等，友愛，これらすべてにおいて多様な格差と

アンバランスに充ちているということである。

アンバランスという認識は，人間・関係のあ

り方における「問題状況」認識とあいまって，

未来を展望し得る現実認識である。私は，様々

な社会分野での不均等発展がもたらしているア

ンバランスが解決不可能な社会的条件ではな

い，と見なしている。なぜならば，それは私た

ち人間が生み出した条件であり，現在の歴史的

位相は

＜自然生的な社会のあり方の段階から人間が

コントロール可能な段階＞

という一般的表現を与えることができると思

われるからである。問題はコントロールが可能

であるにもかかわらず，コントロールが社会的

になされていないこと，具体的コントロールに

ついての社会的な合意形成がきわめて不充分な

ことにある。

▼「与えられた条件」のもとで「人間が歴史・

社会をつくる」

日本社会に未来はあるか？

やや極端にも思われる「問いかけ」かもしれ

ないが，それぞれの位層やいろいろな社会分野

で危機的とも思われる問題状況が深化している

21世紀初頭の現在，日本人は，とりわけいろい

ろな社会分野におけるリーダー的存在と「知識

人」は，１度はこのように「問いかけ」てみる

必要がある。私自身はリーダー的存在ではない

が，日本人の１人としてこのように問いかける

ことから未来を展望しようと思う。

このような問いかけは，日本社会の現段階の

特質と問題性によるものであるが，その認識の

仕方によって未来像は異なってくるであろう。

日本社会の現段階＝歴史的位相についてはすで

に確認したので，「与えられた条件として」大

事だと考えられる社会分野における問題性と可

能性について，やや大胆に簡単な再確認をしょ

う。

経済活動については，生産力（経済成長）の

あくなき追求が焦眉の問題ではなくなっている

ことを１つの前提としてまず確認したい（これ

については１人あたりの国民生産の国際比較を

考えればよい）。そうすると，論理必然的に配

分のアンバランスという問題性が浮かびあがっ

てくるはずである。このアンバランス（単に収

入と稼得活動に限らない面も含んでいるのだ

が），問題性の克服の可能性は上で言った前提

そのものにあると思われる。すなわち，経済活

動のあり方をいかに方向づけるかということに

ほかならない。具体的には現在の経済的豊かさ

に直結する競争原理のあり方を，多様なメルク

マールによる競争しかも経済的格差が拡大しな

いかたちへと変えることの模索である。現在の

日本の生産力レベルはそれを可能にする段階に

達していると見なすことができる。

政治と政策（あるいは法制）については，多

様な社会分野にわたっているとともにそれぞれ

の実際の運用も対症療法的にめまぐるしく動い

ているので，ごく一般的な指摘にとどめる。こ

れまでに述べた多岐にわたる問題状況の打開の

方向は，最後に述べる提言とも結びつくのであ

るが，現在の中央集権的な政治・政策の画一的

なあり方が国民生活の多様性に具体的には応じ

得ないところまで来ているのではないかと考え
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られる。とりわけ中央官僚における社会機構の

肥大と機能麻痺的状態は，いわゆる「行政改

革」の枠に収まらないと思われる。したがっ

て，画一性と多様性という社会・国民生活に応

じ得るような法制における可能性の具体的な模

索が要請される。社会の「コントロール可能な

段階」にさしかかっている日本社会の現段階で

は，大胆な企画とその具体的追求が必要であろ

う。

生活については２つの面から確認しよう。ま

ず物質的条件としては，上で指摘した経済にお

ける全体としてのアンバランスがほんどそのま

ま国民生活に現れているとも言える。すなわ

ち，「豊かさ」のもとでの「格差と不安定性」

にほかならない。具体的にはすでに指摘した

「落層化」現象と「年金問題」を想起するだけ

で十分であろう。次ぎに意識的条件としては，

「権威主義」と「民主主義」との混在を指摘す

ることができる。具体的には様々な関係におけ

る「権威主義」の残存・継続であるが，それぞ

れが受動性という意味での「権威主義」にとど

まらず，「権威主義」に抗するような言動の抑

制には能動的になるというかたちで残存・存続

しているのである。さらには，そのような意識

的条件の枠内での「民主主義」の一面性をも指

摘することができる。このような意識的条件は

克服・発展が可能な性格として捉えることがで

きる。いささか大胆に言えば，枠内からの「は

みだし民主主義」の叢生状況を追求することに

１つの可能性があり得るのであり，変わりにく

い意識的条件はそのような追求を通して徐々に

変わっていくのではないであろうか。

文化的状況については，文化の商品化が嵐の

ように進展しているが，そのことが豊かさと問

題性の両面を有している。多様な文化が産出さ

れるとともに，お金と時間によって文化享受の

可能性は拡大している。しかし，文化享受の豊

かさの可能性と文化創造における問題性という

これまた両面をそなえた状況にある。文化現象

の肥大化と多様性として特徴づけられる状況

は，諸個人の主体的なあり方にとっては商品化

による受動性と自由な選択の拡大という能動性

の両面を有するものとして性格づけられる。し

かもこのような性格の文化状況が諸個人だけで

なく様々な分野に存在することによって文化的

アンバランスとも言える状況にあるが，私はそ

こに文化の全面的豊かさの可能性を認めたい。

これら簡単に指摘したことによってわかるよ

うに，問題性と可能性があらゆる社会分野に同

居している（あるいはせめぎあっている）の

が，現在の日本社会の客観的条件＝「与えられ

た条件」にほかならない。しかもそれぞれが構

造化として作用しつつも，まだ全体化の趨勢が

かならずしもはっきりしているわけではないと

いう「混棲状況」にある。したがって，このよ

うな条件のもとでいかに「歴史・社会をつく

る」か，言い換えれば「混棲から化合」への転

化が問われることになるが，その意味を確認し

ておきたい。

「人間が歴史・社会をつくる」とは「与えら

れた条件」＝客観的条件にたいする主体的条

件＝諸個人などのあり方を意味する。ここで

「主体的条件＝諸個人などのあり方」とするの

は私の独自な考え方である。主体的条件とは単

にそれぞれの個人のあり方だけを意味するので

はない。諸個人それぞれの主体的な活動は，な

んらかの協同活動によってはじめて社会的意味

をもつのである。したがって，主体的条件とは

諸個人の協同活動の場としての「集団・組織」

を含むだけでなく，「社会機構」とのかかわり
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方も含まれるのである。諸個人の主体的な活動

が「社会機構」にまで及ぶことによって，様々

な「構造化」が「全体化」へ向かう可能性がは

じめて生じるのである（それを阻む対抗関係は

むろん存在する）。

「人間が歴史・社会をつくる」ことについて

さらに付け加えよう。それは人間たちの活動

（活動しないことも含む）のあり方によって歴

史がつくられることを意味する。ここでは社会

をつくることの具体的意味の確認がきわめて大

事である。「社会をつくる」とは，日本社会と

いったいわゆる「全体社会」をつくることのみ

を意味するだけでなく，私がこれまでに「位

層」という概念で述べてきたレベルの「社会」

すべてが含まれる。それぞれの「位層」におい

てそれぞれの範囲で「社会」が形作られている

のである。したがって，それらの「社会」にお

ける諸個人の活動が「構造化」作用としての意

味をもつのであり，この意味において人間は

「社会をつくる」のである。つまり客観的には

諸個人はいつでもどこでも社会をつくっている

のであり，そのような諸活動が歴史をつくると

いう意味で，能動的に「社会をつくる」かどう

かが日本人一人一人に問われるのである。

では歴史をつくる人間はいかにしてつくられ

るか。もっとも基本的にはどのような主体性と

協同性を有する人間であるかというかたちで，

それぞれの位層における諸関係・諸条件の具体

的なあり方によってつくられるのである。日本

人は主体性に乏しいだけでなく，主体性の発揮

を制約する意識的条件が根強く存在しているの

が日本社会である。だから，協同性か主体性の

どちらかに，とりわけ前者に著しく傾斜したあ

り方が多いのである。私は両者が化合した調和

あるあり方こそが「社会をつくる」人間であ

り，その形成の追求をさしあたり，＜協同活動

→主体性の形成→協同性と主体性の同居→協同

主体の形成→共同活動→共同主体の形成＞とい

う方向で考えている。具体的には日常的な生活

関係からはじまるが，集団・組織および社会機

構の２つの位層において，可能な追求を試みる

ことにほかならないが，その場合には民主主義

の発展を目指すことの重要性を強調したい。

▼結びにかえて

私はこれまでは提言というものをほとんどし

ていない。未来については現実認識（および認

識の仕方）を根拠としての論理的示唆をする程

度にとどめていた。しかし，そのような示唆が

徐々に（しかし遅々とした進展）現実化してい

るという社会的現実を考えると，１歩進んだ提

言をしてもよいのではないかと思われる28）。そ

こでこれまでの論考のすべてにもとづいて２つ

の提言をして，日本社会の展望を考える素材と

したい。

（１）地方分権制

これまでの論考の論理的帰結として＜地方分

権制＞を提言する。私が＜地方分権制＞をはじ

めて提起したのは10年前である。すでに若干

は触れているが，「地方」問題は敗戦から現在

にいたるまでほぼ一貫して論じられているとと

もに，「中央」からは様々な施策がなされてき

た。しかし，様々な施策や論議の多くが「かけ

声」だけであったことは，「全国総合開発計画」

が典型的に示している。なぜ「かけ声」が実質

化へ進まないか。私は，「地方分権」ではなく

て単なる「地方の重視」という論調であり，し

かも中央主導であるとともに地方の権限（＝自

主）への規制（制約）が強固に存続しているか
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らである，と見なしている。

10年前の私の提起は家族生活の現実に依拠

する性格であった。基本的な考え方は現在も変

わっていないが，まだ具体的な青写真の準備が

乏しいので，10年前より若干前進した考え方

を示すにとどめる。まず確認しておく必要があ

るのは，＜地方分権制＞を中央集権と対立的に

考えないことであり，両者の分業であると考え

ることである（青写真についての私の未成熟と

は，両者の分業の具体像・自治体の地域区分の

具体像などがまだ定まっていないという意味で

ある）。つまり，現在は国家に集中している機

能や権限をどのように具体的に地方に移行する

かという問題なのである。その場合，機能と権

限をセットにして考えることが大事であること

を強調したい。そのためのいくつかの検討事項

を挙げるが，私の思惟がまだ未成熟なので，具

体化する素材の域を大きくは越えない29）。

地方自治体と中央政治との関係を根本的に考

え直すことが必要である。そのためには，もっ

とも一般的には地域住民生活の多様性と地域間

のアンバランスという日本社会の現実にもとづ

いて考えることである。そうすると，住民生活

の多様性に応じる部分を地方自治体に委ね，地

域間のアンバランスに対処する部分を中央が担

うということが導き出される。そのためには地

方自治体に権限を付与する法制度の検討が必要

になる。次に，それに応じ得るような地方自治

体の行財政のあり方とりわけ中央から地方に移

譲する税制のあり方の検討が必要である。第３

には，政策決定・運用の範囲を具体的に検討す

る必要がある。

日本社会は，明治維新以降百数十年一貫して

中央集権であった。「欧米に追いつけ追い越せ」

という経済発展あるいは「近代化」の追求にと

っては中央集権は不可避であったかもしれな

い。しかし，民主主義の発展を考えるならば，

今や近代化の正の面よりは負の面がより露わに

なっていると見なすことができる。「近代化」

が遅れているあるいは前近代の場合は，地方分

権は社会的混乱や経済的停滞を招く危険性が多

いかもしれない。しかし，現在の日本社会はそ

のような歴史的位相にはないはずである。

一種の「ユ－トピア」的思惟という性格では

あるが，地方分権制の主張とその青写真の作成

に向けての基本的な考え方を簡単に述べたが，

このような「ユートピア」的提示だけでは，先

に述べた「願望」の域という性格になるであろ

う。さらに必要な基本的思惟は主体的条件の形

成・発展にある。これ抜きには，仮に私の思惟

方法にもとづく「地方分権」が現実化しても，

おそらく失敗に終わるであろう。したがっても

う１つの提言は＜民主的人間像の追求＞であ

る30）。

（２）民主的人間像の追求

現在の日本人のあり方に問題性が多いとして

も，「休火山的問題状況」で指摘したように，

人々とりわけ若い世代は決して無気力でも無関

心でもないのである。「自分探し」という言葉

がしばしば言われることに秘められているのだ

が，いかに生きるか，自己のポテンシャルエネ

ルギーをどこに向けるか，がわからないのであ

る。だから青少年問題への対策が当面の卑近な

目標と対症療法的対処にとどまることになる。

「社会」のあり方と結びつく思惟方法，そのよ

うな思惟方法が諸個人を無限の可能性へ導くは

ずである31）。

民主的人間像とは，主体性と共同性を兼ね備

えた人間を意味する。そのような人間像が乏し
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くなっている現在，その追求にあたっては短期

的展望としては多様な「構造化」作用としての

活動を可能なことから実行することである。そ

れを阻む条件はこれまた多様に存在するが，も

う一方では，やや長期的展望として，多様な

「構造化」からどのような「全体化」を求めて

いくかが問われることになる。そのためには主

体的条件（＝人間像をめぐる多様な対抗関係）

についての発想の転換が必要である。どのよう

に転換するか。

これまでの叙述でも若干は示唆されている

が，なかば常識化している＜保守　対　革新＞

という対抗軸は現段階ではほとんど意味をなさ

ないと考えられる。政治思想（あるいは政治的

論評）では，これまたなかば常識化している

「ハト派」「タカ派」という言い方や「右翼」「中

道」「左翼」という言い方も私の社会学では採

用しない。私は，＜民主　対　非民主・反民

主＞があらゆる位層・社会分野で問われている

と考える。したがって，異なる立場についての

常識化している上のような表現（および発想）

に対して，「民主」，「非民主」，「反民主」とい

う捉え方（あるいは位置づけ）を提唱する。

現代日本社会の問題性は「４層構成」のすべ

ての位層に及んでいると考えられる。私は高度

経済成長以降については「問題状況」という表

現で捉えてきたが，現段階では＜問題情況＞と

いう表現が適切であろうと考えている。私は，

それぞれの位層における＜問題情況＞を打破す

ることが必要である，と強く主張したい。具体

的なイメージを鮮明にするという意味で，簡単

に例示しよう。

まず，人間の生産に直接関与する集団（＝直

接的な主体形成の場）としては以下のものが具

体的に挙げられる。家族関係とそこでの人間形

成の問題性が数多く指摘されているが，それへ

の対処には即効薬的「療法」はないに等しい状

況なので，家族構成のあり方と家族関係の関連

を長期的に考える必要がある。即効薬的「療

法」がないことは家族だけではないという前提

で言えば，地域についても可能な関係（年齢を

度外視して）の形成を追求することであろう

（私は手がかりとしての公民館を考えている）。

各級の学校については簡単には言えないので，

関係者相互の民主的関係を根本的に考え直すと

だけ言っておこう。この他には職場関係や余暇

集団における関係もあるが，それらについては

そこでの諸活動への（民主的な）参加の仕方が

重要であろう。

次に，人間の生産を条件づける集団（間接的

な主体形成の組織・機関）のあり方について

は，国家・地方自治体，全社会レベルの集団・

組織，マスコミ機関，そして制度とは一致しな

い実態としての社会機構などのあり方を挙げる

ことができる。これらは，物質的および意識的

両面において，上に挙げた諸集団を規制すると

いう意味で民主的人間像の形成にとっては最重

要であると言えよう。ここではそれらにおける

指導的位置にある人々の（民主的人間像を基準

とする）あり方が決定的に重要であることを強

調するにとどめる。

これらの動向については個別的には様々な指

摘がなされており，私も上では別々に述べた。

しかし，それらを個別的にのみ捉えるならば，

論理的には問題現象への対症療法的対処にとど

まるであろう。大事なことは全体としてどのよ

うに見るかということ，したがって諸集団の関

連についてどのようなイメージをもって形成・

改変していくかということである。日本社会の

未来に結びつけるにあたってとりわけ留意する
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必要があるのは，地方分権と民主的人間像をセ

ットにして考えることである。地方分権制の実

質化は民主的人間の形成・発展なしにはありえ

ないし，民主的人間の形成は地方分権制の実質

的追求なしには困難である，と私は考えてい

る。

日本社会の展望について，変化動向の析出と

それを現実的根拠とする未来の青写真を提示す

る考え方とその方向を一般的に示す程度にとど

まったが，ここで「歴史をつくるのは人間であ

る」ことを再確認しよう。この確認にもとづく

ならば，「どんな人間たちが歴史をつくるか」

ということ，しかもとりわけ「そのような人間

がいかにして形成されるか」についてすでに基

本的な考え方を示したので，「可能な範囲」で

の具体的な追求をはじめることが大事であるこ

とを再度強調したい。

最後に，私の２つの提言にとっては，特に後

者については知識人，おおむね「有識者」と言

われる人々の言動の重要性を加えておきたい。

ここでいわゆる「知識人」論を展開するつもり

はないが，日本における知識人層は大きく様変

わりしていることを考慮して，ごく一般的には

社会のあり方に関心があり，さまざまな諸現象

をその関心と結びつけて考える存在である，と

だけ言っておこう。

このような道筋への進展はおそらく長い道程

になるであろう。しかし，私は10年前に書い

たことを再び確認して結ぼうと思う。

ためらわずに前進しよう！

注

18） 本文では詳しく言及しないが，人間のあり方

の問題性としては個人主義とも利己主義とも異

なる性格の「自分主義」が広がっていること，

関係のあり方の最近の問題性としては，そのよ

うな人間たちが客観的に生産している関係のあ

り方が「非関係な関係」という論理矛盾的にし

か表現できないようなあり方が進行しているこ

と，を指摘することができる。拙著『現代日本

生活論』を参照のこと。

19） もっとも基本的には，高度経済成長期におけ

る分配の仕方（パイを大きくすることによる分

け前の拡大）から，限られたパイの分配の仕方

（労働力商品部分への比率の縮小）への変化を意

味する。最近のいわゆる「多様な雇用形態」に

ついて考えるにあたっては，出発点をこの変化

の認識におく必要があろう。

20） 「多元的多様化」とはなんらかの価値観を絶

対化しないことによる生活態度・活動を意味す

る。その実態の把握はかなり困難であるが，例

えば選挙におけるいわゆる「浮動票」の行方に

その一端を垣間見ることができるであろう。な

お，この見方は飯田哲也他編著『新・人間性の

危機と再生』（2001年　法律文化社）で私がはじ

めて表明したものであり，まだ一般化していな

いこの見方を具体的に考えることを要望した

い。

21） 浜岡政好「『豊かな社会』の揺らぎと貧困の新

しいかたち」飯田哲也他編著　同上書　16～39

ページ　に具体的な実態例が示されている。

22） 国民の多くがどのように対応しているかを具

体的に考えるならば，国民の多くの活動のあり

方がもたらしたものであることがわかるであろ

う。１つだけ具体例を示しておこう。小学校か

ら大学にいたるまで教育の「危機的状況」が語

られているが，それらは諸個人の子どもの育て

方，地域生活の仕方，ＰＴＡへのかかわり方，

そして国の教育政策へのかかわり方などによっ

てもたらされたものである。

23） 両極分解についてはほとんどの社会分野で進

行していると考えられる。経済についてはすで

に簡単に指摘したように，「豊かな消費」層と

「落層」に典型的に現れているが，教育現場にお

いても学生・生徒すべての学力が低下したので

はなくて両極分解が進んでおり，いわゆる「不

祥事」もその現れであると私は見ている。その

他の社会分野についても全般的悪化ではなく
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て，両極分解の現れという見方を適用する必要

がある。また拡散状況については諸関係の希薄

化と結びつけて捉える必要があろう。

24） 私が「休火山的問題状況」とはじめてネーミ

ングしたのは1985年であるが（拙著『家族社会

学の基本問題』ミネルヴァ書房），その時には予

測的意味も込められていた。しかし，不幸にし

てこの予測は単に若い世代だけでなくあらゆる

世代に拡大しているのが，20年近く経過した現

在の日本社会の姿である。何か事件が起こる度

に，テレビ局のレポーターの問いに「ごく普通

の人でした」さらには「いい人でした」という

容疑者の知人の反応が多いことを想起すればよ

いであろう。

25） 具体的な経済活動については，詐欺まがいの

「不祥事」が頻発していることについてしばしば

言われることは，倫理観や責任感の欠如である

ことは言うまでもないが，私の社会学の立場か

らは，人権（友愛）に結びつく諸個人の民主的

あり方として捉える必要があると考えている。

26） 詳しくは拙著『現代日本生活論』参照。

27） メガトレンドとは，1980年代前半に流行った

言い方・考え方であり，日本では竹村健一など

による『日本のメガトレンド』（1983年　太陽企

画出版）が発行されている。

28） 拙著『家族と家庭』（1994年　学文社）で述べ

た例を２つだけ挙げておこう。１つは多様な家

族のあり方という考えにもとづいて性をともな

う「同性家庭」を含むいくつかの常識をはみだ

した家族構成の可能性である。これをめぐって

はアメリカで現実化したが，日本では夫婦別姓

すらまだ現実化していない。もう１つは，本文

でも提言する「道州制」を考慮した地方分権の

方向である。これは家族の現実から導き出した

方向であるが，これをめぐっても，例えばいく

つかの都道府県知事が「道州制」を主張しはじ

めており，また「28次地方制度調査会」が「道

州制」の論議を開始したことである。

29） 上で挙げたような論議がはじまっているが，

現在の都道府県制のままであろうと，「道州制」

に変えようと，地方自治体の財政問題が重要な

位置を占めると思われる。地方自治体の赤字財

政はむろん大事な問題であるが，もっとも重視

する必要があるのは国と自治体の財政について

の関係である。国庫補助金や自治体への交付金

の額は決して少ないわけではないが，問題は補

助金や交付金のあり方ではないかと思われる。

地方自治体の自主性の確保と基準の明確化につ

いては，目下検討中なので指摘のみにとどめる。

30） 私の発想の根底には一種の「コミューン」の

追求という思惟がある，と言っておいてよいで

あろう。古くはパリ・コミューン，新しくは旧

ソ連・中国の例などの失敗（中国はまだ試行錯

誤段階）および共産主義（あるいは社会主義）

という曖昧な概念と結びつけてのコミューンの

試みは，生産力の未発展と民主的人間像の未成

熟が大きく作用していると考えられる。現在の

日本の歴史的位相は後者が問われる段階にある

と思われる。

31） 具体的には現在の多くの青少年についての対

応を根源的に考えてみればよいであろう。「社

会」のあり方と自分自身との結びつきについて

は，年齢に応じた理解が可能なはずである。人

間は成人に到るまでの生活において「社会」を

次第に拡大していく。したがって，それを関係

の認識の拡大へと導くのが親や教える立場にあ

る者の責務であると同時に，その責務を果たす

ことが自らの認識と活動の拡大にも進むはずで

あるという意味で，私は全体として無限の可能

性があると考えるのである。
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